
1，632，000円まで  （全額徴収。た  （全額徴収。た  

だし、その額が  だし、その額が  

85，000円をこえ  42，500円をこえ  

るときは85，000  るときは42，500  

円とする。）   円とする。）   

その月のその措  その月のその措  

置児童にかかる  置児童にかかる  

1，632，001円から  措置費の支弁額  措置費の支弁額   

2，303，000円まで  （全額徴収。た  （全額徴収。た  

だし、その額が  だし、その額が  

102，900円をこえ  51，400円をこえ  

るときは102，900  るときは51，400  

円とする。）   円とする。）   

その月のその措  その月のその措  

置児童にかかる  置児童にかかる  

2，303，001円から  措置費の支弁額  措置費の支弁額   

3，117，000円まで  （全額徴収。た  （全額徴収。た  

だし、その額が  だし、その額が  

122，500円   61，200円をこえ  

をこえるときは  るときは61，200  

122，500円とする  円とする。  

。）   ）   

その月のその措  その月のその括  

置児童にかかる  置児童にかかる  

3，117，001円から  措置費の支弁額  措置費の支弁額   

4，173，000円まで  （全額徴収。た  （全額徴収。た  

だし、その額が  だし、その額が  

143，800円をこえ  71，900円をこえ  

るときは143，800  るときは71，900  

円とする。）   円とする。）  

その月のその措  その月のその措   

－
－
∞
↓
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置児童にかかる  

4，173，001円から  措置費の支弁額   

D122 5，334，000円まで  （全額徴収。た  

だし、その額が1  

66，600円をこえ  

るときは166，600  

円とする。）   とする。）  

その月のその括  

置児童にかかる  

5，334，001円から  措置費の支弁額   

D13  6，674，000円まで  （全額徴収。た  

だし、その額が1  

91，200円をこえ  

るときは191，200  

円とする。）   とする。）  

D14  6，674，001円以上  全額徴 収   全額徴収   

1 この表のCl階層における「均等割の額」とは、地方税法（昭和25年法  

律第226号）第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2  

備  階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割（この所  

得割を計算する場合には、同法第314粂の7、第314条の8、同法附則第5  

条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。）の額をい  

う。  

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、そ  

考  の額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割  

の額又は均等割の額とする。 

2 この表のDl～D14階層における「所得税の額」とは、所得税法（昭和4  

0年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）及び災害被害  

者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175  

号）の規定によって計算された所得税の額をいう。   

－
－
0
0
0
0
ー
 
 
 



ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとす   

る。  

（1）所得税法第78粂第1項並びに第2項第1号、第2号（地方税法第31  

4条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。）及び第3号（地方  

税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。）、第92粂  

第1項、第95条第1項、第2項及び第3項  

（2）租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第  

41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第  

1項  

（3） 租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附  

則第12条  

3 この表の「入所施設」とは、知的障害児施設、自閉症児施設、盲児施設、   

ろうあ児施設、肢体不自由児施設入所部、肢体不自由児を入所さ   

せる指定医療機関、肢休不自由児療謹施設及び重症心身障害児施設をい   

う。  

4 入所者の年齢が20歳以上の場合は、上表にかかわらず、（1）当分の間徴収   

金基準額（D14階層を除く。）に2分の1を乗じて得た額（100円未満切   

捨て）を徴収金基準額とし、（2）B階層に属する世帯の徴収金基準額は   

0円とする。  

5 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲   

げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基   

準額は0円とする。   

① 「単身世帯」……… 扶養義務者のいない世帯   

② 「母子世帯等」………母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第   

17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯   

③ 「在宅障害児（者）（社会福祉施設に措置された児童（者）、児童福  

祉法第24粂の2により障害児施設を利用する児童、障害者自立支援法第  

6条の自立支援給付の受給者（障害者自立支援法第5条第5項、第6項   

、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。）又は障害者自立支援  

法附則第22条の特定旧法受給者を除く。）のいる世帯」…次に掲げる児  

（者）を有する世帯をいう。  

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者   

イ 療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）に定め   

（1）（略）  

（2）租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第   

41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項、第ノ11条のⅠ9の3第l項  

及び第2項、第41条の10の4第  】項及び第2項並びに第41条の19の5  

第1項  

（3） （略）  

3 （略）  

4 （略）  

5 （略）  



る療育手帳の交付を受けた者。  

り 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）  

に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法（昭和34年法律  

第141号）に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。   

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号  

）第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。   

④ 「その他の世帯」………保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和25   

年法律第144号）に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第5  

6粂の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯。  

6 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その   

月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設   

のこの表の基準額（4の適用後の基準額を含む。）に0，1を乗じた額を   

もってその児童等の基準額とする。  

別表4－2   

（略）  

別表4－2  

障害児施設徴収金基準額表（入所者用）  

知的障害児施設、自閉症児施設、肢  

体不自由児施設入所部、肢体不自由  

対象収入等に よ る 階層 区分     児を入所させる指定医療機関、肢体  

不自由児療護施設及び重症心身障害  

児施設   

階層   定  義   徴 収 金 基 準 額   

区分  （月  額）   

1  生活保護法による被保護者（単給を含  0円   

む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰  

国の促進及び永住帰国後の自立の支援  

に関する法律による支援給付受給者  

（1階層を除き対象収入額区分が次の額であ  

る者）  



0円～   

270，001 ～   

280，001 ～   

300，001 ～   

320，001 ～   

340，001 ～   

360，001 ～   

380，001 ～   

400，001 ～   

420，001 ～   

440，001 ～   

460，001 ～   

480，001 ～   

500，001 ～   

520，001 ～   

540，001 ～   

560，001 ～   

580，001 ～   

600，001 ～   

640，001 ～   

680，001 ～   

720，001 ～   

760，001 ～   

800，001 ～   

840，001 ～   

880，001 ′－   

920，001 ～   

960，001 ～  

1，000，001 ～  

1，040，001 ～  

1，080，001 ～  

1，120，001 ～  

1，160，00l ～  

1，200，001 一－  

1，260，001 ～  

270，000円   

280，000   

300，000   

320，000   

340，000   

360，000   

380，000   

400，000   

420，000   

440，000   

460，000   

480，000   

500，000   

520，000   

540，000   

560，000   

580，000   

600，000   

640，000   

680，000   

720，000   

760，000   

800，000   

840，000   

880，000   

920，000   

960，000  

1，000，000  

1，040，000  

1，080，000  

1，120，000  

1，160，000  

1，200，000  

1，260，000  

1，320，000  

円
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別表5 障害児施設事務費の保護■価（児壬1人当たり）喪  別表5 障害児施設事務費の保護単価（児壬1人当たり）表   

1一般分保Il斗価  1一般分保護単価   

（1）知的陣書児施設  （1）知的障竜児施設   

地ヰ区分  地域区分   
1織地 2銀地 3敵地  一  旦赴盤    ＿強迫 l 且凰塑    ヱ出 その他  1絹地 2横地 3級地 A故地 且盆地 且鮎 ヱ盟地 且地 旦地10縞鰻11■‖鵬 その他   

定員  定員   
円   円   円  円  円  円  円   円  円   円   円   巴   円   巴   円   且   円   且   円   円   

10人  4姐．ユ組曲⊥A迎422．150  虫1』迫  引0．810  404，410  ユ姐遥L邑迎  10人  姐良迎公且＿塁皇塁422．15011且ユ！迫剋⊥上述豊1迅410，8104阻止辿404．410亜⊥⊥迫呈出．＿星組過4．＿旦迅   
11～ 20 迫む劇迎2旦虹色迎283．730  280，450  276．060  271．650  265．000258、390  11－ 20 2旦むぷ追出283．730Z妃』拉280．450貴＆ヱ辿276．060ヱ迫．且迎271．650祖臥上述265、000258．390   

30人まで 皿且迎乙塩．旦旭訟且且担  皿旦．j皿  週  之1乙＿旦過  払王▲＿皇5迫2亀上述  30人まで 皿2礼遇ヱヱ出払n乱皿む且上述むユ』飽む且4娘揖L週揖L過払⊥』迫題且且担遇む戯   
31－ 40 怨む』坦改組迎岨  皿』泣  1姐  通乙＿旦週  適む通過L迦  ！31～ 40 Z辿．＿星組之姐．ヱ迎出岨髄脳皿適むユ迅通1ユ迎1皇乙且迅通⊥j呈塁1鎚」鎚＝皿∪迅   
ヰ1～ 50 』且且迅剋出  足虹旦圭迫  1ヱ旦」剋  1ヱま」遡  1王虹址週且』迫  ≡41－ 50 適ヱ．且辿1出』辿＝封」釦1堅L豊凶1ユ皇．＿鮎矧⊥迫⊥迅1迫』矧山且盟釧止L巡1ヱ乙＿ユ辿山且』迫jj迫』辿   
51－601組」ユ立山丸底迫1ヱ皇．ヱ迫   皿jj泣   出山追   出   剋迫1坦．j迎  
61～了0山且且旭1ユ乙＿旦姐1姐上組   通L蔓延  1姐L皇祖   適乙上組  1姐」旦姐適Aユ娘  巨喜】：写呂濫造王冠蓋…豊蓋豊蓋圭送呈≡豊濫造蓋濫造豊諾主監芸濃蓋蓋蓋   
Tl－ 80 適＆j処遇M  適軋丘拉  M  l皇4」亜  M14ユ」上述  71～ 80 遁且丘班MMMl皇皇．＿皇皇仝1主星．＿過生餌適且＿旦4史1皇ま」遇通過M14L巨迎   
81－ 901旦むぷ拉凪』迫適1遡  適且遡  止むヱ迎  皿旦組  朋泣通．』迎  81～ 90 皿且迎1皇皇」迦1皇L鎚止む旦坦1皇皇．＿塁亜1日」主立1豆乳ヱ88M朗担1A皇．＿週1旦L⊇皇生血且迎   

91～l∝＝1裏山班別1日」迫1皇1．＿皇鎚  週日迎  1妃』処  遇u迫  1軋ユ出1迎．＿呈迎  91－100 迅且ユ坦1迫．ユ辿Ml皇軋＿皇辿迅且』迫迅虹色辿迅L辿1A軋＿述81皇Ll旦8肌止L且旭1遡．ユ坦   

101－110 適1山泣退L旦迅通岨  』＆且退  出且且退  出生j払  出⊥旦旭皿ぷ迎  101～110 適丸腰迫適乙且旭1盟迅飽＝亜▲旦娘』旦」遡141L旦姐1亜．＿星組1土星．＿皇金色141』迫迅L乙皇仝14⊥＿8迎罠ヱ」皇亜   
川 －120 出血』粗目封」ぷ14皇．旦迅  迅且ヱ鎚  1亜j迎  14む邑迎  凪且旭剋  111～120 適む刃岨1昆」且1亜⊥旦担迅且遡1姐．＿2題迅⊥遇1並．裏迫迅1＿旦迎14呈．＿鮎迫迅乙上辺1姐し通過且且岨   
121－130 遁L姐適乙遡14旦」必  出 ‘迅且」旦8  1盟j盟  1迎▲＿皇迎迫且ヱ凶  121～130 適地迅⊥ユ三泣出出迫迅＆且迫1皇LA堅塁1亜」迎1並LZ旭14ま」ユ逃出乙且三塁止1⊥＿旦迎胤皇羞迫適む遇   

131－HO 適1』矧け封」鮎1亜』盟  凪A迫  144．＿ヱ迎  14乙＿8鎚  ぷ軋ユ鎚1追．上組  131～1401主星」史塁1皇虹ヱ迎1戯」迦141ヱ⊆坦1姐」旦旦9凪旦娘出生上辺迅且⊥娘14乙＿迫塁1亜」辿1過」ユ皇塁1呈L生娘   
川1～1501姐．＿鎚迎1皇紅塵辿11L皇盟  迅L以上  岨ぷ坦  1弧．土建  温良虹凪ユ岨  141－150 適乙遡迅且ユ泣出1血凪ユ泣出立上迎14丸＿旦迎凪1旭14乙＿皇旦8出⊥』迫1迎J姐＝避」飽1呈Lヱ互生   
151－160 適乙旦迫迅皇」迎1d且＿皇迎  迅む』迩  14乙＿旦辿  1公」飽  適1且辿1追」戯  151～1601亘1．＿皇≦拉1A臥』迎凪皇迎凪ユ迫剋迫出立＿辿1姐．ユ迅∴止L』泣‖』L遡矧1ぷ」迫1妃』迫1；迫」恩   
161－1701虹．j迎凪旦泣出皇』迫  14む遡迎  1劃．丘迫  1呈旦．＿皇辿  1呈虹」旦9皿ユ辿  161→170 適且j並皿戯泣出且上辺此ユ岨』且j迎1史上迫＝山j戯1迎．j迎1呈皇．＿豊凶週＆且担週む1王旦迫乙＿遇   
171－180 適軋ユ辿＝吏j迅1幽．j泣  出乙ユ拉  1迎．旦迅  1呈旦．＿ま迫  週且ユ辿1呈1．＿旦迎  171～18014皇．＿遇迅＆避退1出．』担 』旦．旦迫1混．＿旦！遁迅⊥ユ旭迅払＿迎適軋土建1呈乱＿遡矧1退」遡”週且⊥担＝且L録   
181－1901亜．＿皇迎1蛙．』迫1迫．＿呈迎  』⊥ユ辿  ぷ且上述  迫L』泣  Mぷ且且旭  181～†90 迅且j！追出且4∈迫1迫．＿星組』乙j皇814⊥ユ4立1亜．丘迫1旦監＿星迎ぷ且』迫迫L』迎週軋ヱ1立通Ll迎13且且拉   
柑1人以上 山嵐j迫1迫J処遇乙ぷ拉  凪ぷ迫  1過」遇  脳  Mlヱ虹旦迫  191人以上  迅L巡折雌u必1盟．＿釘劇1AL英迫1迎．＿星組皿ぷ＆j飽Ml逃．＿星組肌MIZ旦」旦迎   

（注）「10人」及び「11～20人」の■価は、知的陣書児施設を本体施欄とし、障害者支檀施設（障害者自立支援法施行  （注）「10人」及び「11－20人」の単価は、知的陣層児施設を本体施股とし、陣苔寺支援施設（隷書者自立支援法施行   
後もなお従前の例により運営している身体障害者壬生施設を含む。以下この別表5において同じ。）を併毅する場合にi用  緩もなお従前の1即こより運営している身体障青書更生施設を含む。以下この別表5において同じ。）を併設するヰ合に適用   
すること。  すること。   

（1）一2知的隷書児施設  （1）－2知的障害児施設   

（陣書舌支援施設を本体施政とし知的障害児施設を併設する場合）  （障害者支援施毅を本体施設とし知的障害児施毅を併殺する牛舎）   
地ヰ区分  地域区分  

1銀地 2敵地 3敵地 I A蝕 l 旦凰姐L烏山組」旦．鑑塾    ヱ盟塗 その他  1銀地 2敵地 3敵地 A盈姐 丘地 旦且姐 ユ地 旦超盟 且盟地10銀地11鰻娩 その他   
走■  定員   

円  円  円  円  円 円  円  円  円   円   円   且   円   且   円   且   円   且   円   円   
10人  

．  l呈ユj辿  通過L点！坦  10人  ］蚕」迫9迅迅迫迅乙且迫1Al．＿盤釧迅」2旦立通岨1主監』迫追軋j辺Ml述．＿亜引ぷL姐鉦通」迅   

1AL8亜1並．」遡1妃．j泣  出⊥皿阻  1並止坐  凪旦追  出M  11～201A皇．ヱ亜1亜透過14生」ヱ生迅皿Ml並．遡出払且迫且且通過且且迫週ヱユ皇9迫皇．＿ヱ迎適乙A盟  

（2）第二種自閉症児施設  （2）第二種自閉症児施毅  

地蠣区分  地1一区分  

1銀地  2敵地  3銀地    A凰塾    旦故地    －▲：・・  ¶  ヱ地  その他  1級地  2銀地  3級地  A蝕  旦姐地  旦盈塵  ヱ盟盤  ．旦鮎  旦盟塾  ● ∴・ 
走■  定員  

円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円   且  
ヰ0人まで  餌  之1且＿主星8  む且＿星虹  週日迫  ヱ！迫．＿1坦  40人まで          む且遡   

ヱ！迫．旦迅  M  1皇＆A迎  引・〉50  

51・〉60  
41－50  

M 1皇旦．遊金  1旦L亀虫  1皇乙＿旦l迎  1出」剋   51－60   

61～70   8  1鎚．＿ヱ迎  1弘一旦！坦  1王旦．ユ皇8  61一丁0  

迅L迦   腿  1遁」丘塁  1韮j弧  山1J星墾   71人以上   

－
－
¢
〕
－
 
 
 



（3）知的陣書児i■施設  （3）知的陣書児通園施設  

地疇区分  
1故地  2♯地  3銀地    A地    且他    且地  ¶  ヱ量塾  その他   

定■  
円  円  円  円  円  

30人まで  ぷ且j迎  適1．遮8  剋  
31■－40  

1之8．＿姐  

12且＿旦泣  艮⊥且辿  
41■｝50  

皿皿迫  11ユ．立泣  

山且且辿  1凶  1m星組  迅1＿丑拉  
51～60  
61～70  

虫」遁  題」迦  並jl立  皇Ll迎  

並J迎  盟」迎  皇乙＿ヱ1立  出．＿皇ヱ¢  

Tl■－80  公」王立  迫．且拉  87．g30  85，730  
81人以上  迩」塵企  逝』迫  83．670  鮎．j迅   

地ヰ区分  
1故地  2銀地  3銀地  土地  且且塾  ＿姐塾  ヱ■塾  且慮塵  旦銀地  1（1」■廿  11鐘】鵬  その他  

走1  
円  

30人手で    迅1皿迎   

1ZエJ三塁 11呈．＿ユ辿  
通Lヱ亜  
旦1．j迫  

凪』迎  
鎚j超   

（注）肢体不自由児、■せ幼児が知的陣書児通聾施股を利用する嶋創こは、受入施設である知的什書児通■施毅の走■及び  
故地区分で定まる月糧■債を遍順すること。また、知的躊書児が肢体不自由児i贋施設を利用する場合には、知的陣書児通  
■施敦の月♯暮すを受入施設である肢体不自由児通■施設における定■及び銀地区分に応じて算定すること。  

（4）育児施設  

（注）肢体不自由児、暮聴幼児が知的陣書児通卿施設を利用する場合には、受入施放である知的隷書児通■施設の定■及び  
敵地区分で定まる月■■すをi用すること。また、知的陣書児が肢体不自由児通■施設を利用する場合には、知的陣書児通  
園施設の月覿■すを受入施設である肢体不自由児通薗施設における定■及び故地区分に応じて暮定すること。  

（4）盲児施  詮   

他社区労  
1銀地  2織地  3級地  ■＼▼二」  丘蝕  且蝕  ヱ＿地  旦亀虫  旦血盟  ● ∴■・  11鶴址  その他  

定■  
円  

30人手で  
31・〉lO  
41■－50  
51－60  
61・－70  
7180  

肌   
91人以上  迅⊥ユ辿  1主監』辿  週  通！L；迫8  迅且丘迎  且劇迫  凪ぷ迫  剋  M  ぷ史．遇  凪』迫  1j迫⊥虹   

地域区分  
1敵地  2敵地  3敵地    A地    一：些    旦銀盤    ユ地  その他   

走■  
円  円  円  円  円  

30人まで  M  適嵐且迎  通L旦拉  M  
31－40  揖  止L遡  止Lll立  M  
41■－50  ．岨L星組  適且＿ヱ辿  凪鮎迫  遁L迦  
51■－聞  1崖」迎  遁；」迦  遁軋ユ迎  止王．上述  
81－70  適虹ぷ迫  1戯』迎  適L妃8  止L鰻  
71～80  迅L迫8  山嵐⊥鮎  出1－8迎  週且ユ凶  
8l・－90  出血戯  出札＿2塁立  M  M  
91人以上  週且』凹  追出辿  週⊥ぷ泣  止鼠＿ヱ迫   

（4）－2 盲児施設  （4）一2  盲児施設  

（t児施敗を本体施放とし、ろうあ児島股又は隷書舌支攫旛毅を併験する場合）   
地ヰ区分  

1■地  2せ地  3銀地    A地  
定■  

且地    且■塾    ヱ蝕  その他   

円  円  円  円  円  円   
10人   姐ヱ迫  115310  4088（；0  

鮎且上辺  309．980  
亜乙＿呈王立  

305．150  
呈皇乙＿皇皇立  

300．320  292．960  
足L必  退出之鎚  之皇1並立  

益乙．遇  
貴弘＿鈷8  M  

M  
皿L地  

出札j凹  皿  狙監泣  
M  M  

M  
通L也8  1皇」生娘  

181．遇  
止旦』拉  

1退止辿  皿虹出塁  u⊥』泣  
迅軋且凶  凪』迫  

1月血ユ泣  
1皇呈．ユ8Q  

】且Ll迫  
此処  

止羞L蛾  
遁Ll建  適狙＿8亜  1まL退色  

適狙＿星組  山嵐⊥迅  
通u盟  

1並．』岨  1亜J鎚  

出札」迦   
1亜」題  山乙ヱ辿  11L企担  皿戯迫  
1亜．＿4鯉  山且＿旦！迎  1遊．．2j迎  

岨戯拉  
皿ぷ担   

1追．丘迅  M  1弧．＿旦辿  1題」鮎  止Ll迎  

（育児施設を本体施設とし、ろうあ児施股又は障害者支援施設を併毅する場合）   
地ヰ区分  

1敵地  2敵地  3敵地  A地  丘鮎  旦故地  ヱ地  ＿8＿凰盤  且牡姐  10鑓l鵬  11】■鰻  その他  
定員  

円  
10人  迫L皿   

封且j鮎  

M  
ヱ並．＿Z王立  
M  
1妃』題  
1迅  
1星山辿  
迅L姐  
出凪且迅  
1出し旦迎  

通史＿岨   



（4）－3  盲児施股  （4）－3 盲児施設  

（ろうあ児施  鮫又は陣  害者支援  施設を本体施穀とし、盲児施設を併放する叫合）   

姐疇区分  
1敵地  2敵地  3敵地  ¶  A蝕  ¶  且敵地  洞  且地  ¶  ヱ盟地  その他   

定■  
円  円  円  円  円  

5人  1遥」迎   出札＿旦18  1鎚．且迎   1迫止！迫  1丘軋＿ユ虹  

迅u皿  1遊．ヱ！迫  揖  皿鮎泣  山且j廻  止む旦迎   
止1且王企  1之呈．＿皇塾生  止乙⊥亜  通史一過  1】ユ＿辿  11ま．且迫   
止ユL英独  1ユ且j盟  山1ユ始  ユユL旦迎  11且ヱ迎  山且＿巨皇旦   

11旦」旦迎  11且皿  11む遇  11乙＿皇！迎  凪且旭  遁1且岨   
26 ～ 30  111』迎  11A」皇互生  ユ止A迫  1⊥1ユZ8  週旦．旦辿  迅⊥且【迎  ぷ温上辺  』乙＿星組   

（ろうあ児施股又は障   書舌支捷  施投を本体施設とし、盲児施設を併験する場合）   

地ヰ区分  
1故地  2椴地  3敵地  土地  旦塵盟  旦且盟  ヱ且塑  且銀地  旦慮塑  n  11  その他  

定Å  
円   円  

5人  1王⊥且岨   

6【一10  

烏鼠⊥迎  
」」且＿王戯   

山⊥遡  
山風j鮎   

（5）ろうあ児施毅  〈5）ろうあ児施毅  
地ヰ区分  

1銀地  2銀地  3敵地  ¶  土地  ¶  且盟姐  ¶  旦故地  ¶  ユ地  その他   
定員  

円  円  円  円  円  円   
30人まで   皿L星組  狙』迎  止Ll鎚  1皇む旦亜  皿』迫  

1迫」辿  □且皿  」刀」j迫  1也j迎  1ユ岨  
迅LA泣  皿』迎  
迅L遡  

適1＿皇迎  餌  止⊥j凶   

1旦L迎  
M  M  止軋劇担  1生地  適量」旦8   
凪丑拉  

止Ll凶  
】AL出塁  月旦ヱ迎  止L旦辿  M   

1幽』鮎  山乙＿金星仝  出払＿皇旦9  皿  1呈＆且≡迎   
止Ll拉  出阻止凹  1呈ヱ」迎  1呈L旦1旦  1盟j迎  

91人以上  出  週且上組   剋  M  迫」皿迫  止u戯   

地域区分  
1級地  2銀地  3敵地  A盈地  旦銀地  旦且塵  ヱ且塾  旦且盟  旦亀虫  n  11  その他  

定■  
円  

30人まで    ヱ担」£立   

迅山地  
凪』迎  
適且ユ辿  

M  
1迎．＿44仝   

81 ～ 90  出血＿旦岨  迅且ユ飽  11L邑餌  出且j旦8  1盛」皿  1辿．皿拉  M  ぷ且旦2旦  凪旦岨  M  1旦乙j鎚  止且A迎   

91人以上  止1▲＿遇  出凰ユ凶  週日迎  追邑」旦星立  M  M  餌  1旦乙＿迎  週  M  1ZL＿皇皇旦  1Zl旦組   

（5）－2  ろうあ児施設  （5）－2  ろうあ児施投  

（ろうあ児施  投を本体應個とし、盲児施設又は障害     舌支援施設を併放する場合）   
地域区分  

1故地  2敵地  3銀地  ¶  A盆地  m  呈出  ¶  且地  ¶  ヱ地  その他   
定■  

円  円  円  円  円  円  
10人  餌  11乙且迫  405900  
11－15  308．010  

呈迫L4皇8  
303，170  

遥且ユ迎  
29＆．320  290．glO  

16～20  ヱ姐．丘辿  退u幽  益軋＿鮎迎  出1＿2王迫  

21－25  狙旦泣  
26～30  

盟L乙迎  Zl紅塵迎  M  
題L戯迫  皿  1弘一呈出  1盟．A旭  

31－40  

ヰ†～50  
山且j鎚  止u剋  追且』凶  1ヱ岨  

51～60  
1呈皇▲旦盛  適1丘迫  M  通L且岨  
適1＿ユ迎  

61～70  
1盟．A迅  1皇虹1迦  1姐」旦迅   

1皇Z」旦通  

山凰ユ鮎  1まL5皿  迅且ヱ！迫  迅L8蛙  

止Ll迎  
旭  迅L刀坦  凪且迫  皿坐  
出色⊥迅  1呈ヱ．且拉  】凰且旭  迅L旦拉  

皿ぷ盟   1遊」剋  皿⊥旭  M  止⊥遇   

（ろうあ児施  設を本体施放とし、育児施設又は障害者支援施投を併験する牛舎）   
地ヰ区分  

1搬地  2銀地  3敵地  A止塵  丘鮎  旦且並  ヱ＿敵地  且地  旦慮地  10鰻地  11】腋鵬  その他  
定員  

円  
10人  M  

呈2ヱ」」坦  

公立．』迫  

M  
飽Lユ迎  
18ユ」銭迫  

旭L劇泣  
M  
1皇塵▲堅迫  

1丘」劇迎  

出血且凶  
迅」A辿  



（5）－3  ろうあ児施設  （5）－3  ろうあ児施毅  

（育児施設又  は陣暮春支援施設を本体施設とし、ろうあ児施設を併放する場合）   
地域区分  

1故地  2♯地  3銀地  A地  丘且地  ■ ◆1ヒ・  ヱ故地  旦亀虫  旦鮭塵  ● ∴′・J  11縫  その他  
定員  

円  円  円  
5人  剋拉  

迫1ユ旭  
止L盟  
皿▲旦拉  
山む越  
山且ユ迎   

（盲児施設又  は陣書手支緩施設を本体施設とし、ろうあ児施牧を併験する場合）   
地ヰ区分  

1線地  2敵地  3敵地    A地    且敵地  ¶  ● ニニニ」    ユ艦塑  その他   
定員  

円  円  円  円  円  
5人  止Lヱ迎  止1．＿8鎚  適且且；迫  1姐  皿ぷ迫  
6・－10  M  1也遡  迫乙』拉  ゼ且j迫  
11－15  M  ㍊乙ヱ迫  止虹主迎  11ユj拉  
16－2（I  1Z払＿皇⊆拉  11L戯拉  11軋＿8凶  刃A⊥凶  
21－25  11日拉  山且丘拉  皿L辿  M  
26～30  1ユL姐  山旦．山旦  凪遜坦  』且且拉   

（6）牡せ幼児通闊施設  （6）■瞳幼児通園施設  

地ヰ区分  
1敵地  2級地  3銀地  A地  旦銀地  旦且塾  ヱ亀虫  且慮塵  旦敵地  1Cl銀地  11鰻】鵬  その他  

定■  
円  

30人まで   

40  

1王乙且；迫   

地1■区分  

1敵地  2敵地  3敵地    A且盤  ¶  ＿地    旦艦塵  ¶  ヱ盟塾  その他   
定■  

円  円  円  円  円  円  円  円  
30人まで                           公且ヱ辿  ヱ！迫．＿ヱ迎  ユ旦u迎  1皇皇．＿皇8立  遁乙』迫  1旦王」辿  週乙且！泣   

出  M  ］．退遡  □且上辺  111．＿刀迎  遁L呈王立   

出血且迫   遁Ll担  腿  1主監旦遁  剋  M   

（注）肢体不自由児、難せ幼児が知的陣書児通園施鮫を利用する場合には、受入施設である知的陣書児通町施投の定A及び  
敵地屈分で定まる月額■価をi用すること。また、知的陣書児が肢体不自由児通■施設を利用する場合には、知的陣書児通  
園施設の月趨■価を受入施設である肢体不自由児通園施臥こおける定■及び敵地区分に応じて算定すること。  

（7）肢体不自由児ホ護施設  

（注）肢体不自由児、托聴幼児が知的陣書児通鷹施設を利用する場合には、受入施股である知的障害児通町施設の定■及び  
敵地区分で定まる月慮1すをi用すること。また、知的陣書児が肢体不自由児通園施政を利用する場合には、知的陣書児通  
聾施設の月ヰ半価を受入施毅である肢体不自由児通園施設における定員及び敵地区分に応じて書定すること。  

（7）肢体不自由児♯鶴施設  

地域区分  
1級長  2銀地  3銀地  A且地  旦銀塵  ．旦地  ＿Z＿地  且且塵  且地  1（】鰻l轟  11鑓  その他  

定員  
円  円  円  

53   
乙1且』辿  

61 ～ 70  ㍊且jj迎  毘乙ヱ迎  219．∝旧  Zlヱ．＿王旦8  216．530  aむ地  
之1虹ユ迎   

地境区分  
1敵地  2敵地  3故地    A盈塑    旦盈塵  ¶  旦益虫  ¶  ヱ＿地  その他   

定員  
円  円  円  円  円  円  円  円  

50人まで                           2呈L迫8  M  Z弘一皇亜  221．570  218，180  之1呈．＿立退  207．930   

祖u幽   220．720  217．390  214．020  209．050  203．950   
61 ～ TO  ヱZ8．＿生王旦  狙ヱ泣  216，530  213．260  209．ggO  205，030  200．070   

n出迎   2t2．3TO  209，柑0  205．970  201．110  1皇皇．＿2ユ8   

2 加算分保Il■tl   

（1）小規模施設加霊分保護暮優  

（知的  陣書児施  毅、第二穫自閉症児施設、育児施設、ろうあ児施設）   
地嬢区分  

1敵地  2敵地  3敵地  ¶  A且塑  ¶  旦血盟  ¶  且鮎  ¶  ユ且塾  その他   

定■  
円  円  円  円  円  円  円  円  

10人まで  皇1．j盟  辿．丘迎  並．旦迫  亜▲迎  
11■－20  27．280   25．300  2ヰ．860  24．250   

30人まで  止．立並  1旦．＿1迫  1旦．＿皇辿  適」18  

31人以上   1む旦拉  ユ且＿A迎  1呈上1旦  1乙．鮎迫   

（注）「10人」及びrll－20人」の■価は、知的陣書児旛毅と障害者支檀施設を併放する場合にi用すること。   （注）「10人」及びrll－20人」の暮価は、知的陣書児施設と陣書者支攫施設を併毅する場合に遇用すること。  



（1）－2 小規模施設加算分保護単価  （1）一2 小規模施設加暮分保雄蕾価  

（盲児施股、ろうあ児施設）  （育児施設、ろうあ児施設）   
地域区分  

1敵地  2敵地  3級地  ¶  土地  m  呈出  刀  且盈姐 l   ヱ＿地  その他   
定員  

円  円  円  円  円  円  円  円  
5人  凪A迅  」凪旦亜  M  凪⊥坦  』⊥j辿  出」皇8  出ユ辿  出．＿旦辿   
6～10  皇L主星塁  皇虹旦迎  並．＿妃旦  亜j姓ー裏Lヱ星空   
11～15   辿．且坦  迫ユ辿  遊」」迫  遣」呈坐旦1j迎  
16 ～ 20   之Lヱヱ塁  ヱ5▲遡  之生．＿旦鎚  出ユ迫l題」皿   
21 ～ 25  2⊥遡  揖」ヱ墾  ヱ虹＿8迎  飽j辿  迎」Z旭  通止5良  通』迫 迅▲且迫   
26 － 30  1且」立地  止』迫  1⊥ヱ8立  1⊥且迫  1旦」遇  1皇J盟  1旦⊥1馴 二且ユ迫   

○育児施設（障書寺支捜施設又はろうあ児施政と併設する糧食）   

地ヰ区分  
1銀地  2級地  3敵地  呈出  ＿皇且地  丘盟塾  ヱ地  且敵地  旦曲塵  10線】鵬  11】鰻撫  その他  

定員  
円  円  円  巴  円  巴  円  巴  円  巴  円  円  

5人  凪ぷ迫  1！迫⊥迫  』む長辺  
盟皿   

遇▲且迅  
ヱ皇⊥通  
迎．＿㌫坦   

26 ～ 30  1ユ．＿豊凶  11＿主星9  11＿呈担  止」ユ8  】ユL旦堅塁  1且旦迫  適．且迫  遁一旦！泣  止し呈出  適．劇  皿  1且＿ユ亜   

○盲児施設（隷書舌支援施設又はろうあ児施設と併毅する場合）  
○ろうあ児施設（隷書舌支援施設又は育児施設と併設する場合）  
（注）本体施設であっても併投施設であっても同額  

（2）t菓指導員加算分保護書価  

○ろうあ児施設（障害者支援施設又は盲児施設と併設する場合）  
（注）本体施劇であっても併設施設であっても同額  

（2）■暮指導員加膚分保雄斗価  

（知的  陣書児施設、第二棲自閉症児施臥育児施設、ろうあ児施設）   
地域区分  

1故地  2銀地  3敵地  ¶  A蝕    旦故地    旦地  ¶  ヱ蝕  その他   
定員  

円  円  円  円  円  円   
10人まで    姐ヱ1立  44550  43  43，川0  42．D50  
11 － 20  23．520  23⊥000  22，480  22．200  21，840  21．510  20．皇8Q   

30人まで  14，750  1通  14，220  13．920  13．580   
31～40   11．＿皇2史  11620  11．420  uJj泣  

旦』辿  8．7gO  8．650  8，520  8．320   
軋ヱ柑   7960  7，820  1戯哩  7．500  

61－ 70 1A岨   ヱ．＿2主立  7．100  7，030  旦」皇王立  6，820  6．660   
71－ 80  昼．A拉   塵▲且拉  6，210  ¢．160  6．050  5．950  5．800  5．680   
81～90 亘．＿主題  5．270  5，160  5．060  4．980  4，880   
91～100 も且迫  4360  4．300  4．230  4．150  
101～110  u辿   4．＿2王立  4．130  4．050  3．980  3．g40  3．860   
111－120  乙且辿   乙』迎  3．810  3．800  3．720  3，630  3，570  3，460   
121～130  L皇鰻   呈j鎚  3．490  3．490  3．430  3．360  3－280  3．柑0   
131－‖0  む蓮拉   呈上遁  3．210  3，柑0  3，130  3．090  3．000  2．960   
141～150  乙且迫   呈』迫  Z，930  2，920  2．810  2．も1（）  2．1も0 2，660   
151～160 乙且岨  2．800  2．760  2，720  2，650  2．580   
161～170 乙＿旦遁  2710  2  乙＿旦担  2，560  
171－180  乙＿迦   乙ユ迎  2．650  2．620  2．570  2，520  2．470   
181－柑0  乙＿重工立   乙且迫  2，560  2．530  2．480  2，440  2．390  2．340   
191人以上   乙皇迎   乙＿鎚  2．430  乙410  L迎  2．348  2，2†0  2，230   

（注）「10人」及び「11－20人」の■価は、知的躊書児施設と障害者支援施設を併放する場合に適用すること。  

（知的  陣書児施設 第二種自閉症児施設 育児施設 ろうあ児施設）   
地域区分  

1敵地  2銀地  3敵地  ■∴＝・   旦鰻塑  ＿Z＿地  旦地  ■二二・じ  10■‖轟  11鰻  その他  
定■  

円  円   円  
10人ま        45110   

22．340  
30人まで  遁j迫  1む⊥迅  一：；●  14．＿旦1立  川．750  11且旭  

11．ユ迎  
Lユ1塁  

1旦担  
虹星組  
むユ必  
Lヱ坦  
L遇  
1立退  
＆ユ岨  

呈LA担  

u迎  
乙＿越  

L三並  
乙＿旦8立   

乙＿建立  

乙ぷ迫  
乙』泣   

（注）「10人」及び「11－20人」の■価は、知的障害児施股と障害者支攫施設を併放する場合に適用すること。   



（2）－2 ■手指署員加算分保雄■価  （2）一2 ■稟指導■加算分俣凛■価  

（育児  

地域区分  
1敵地   

定員   
円  円  

5人  弧j皿  
盛」遡  
呈軋j辿  

払皿   
止』鎚   

26－301旦＿迎通」適］A』泣jAjl¢14．丁501む旦担1生」A担はj迎14．2201A⊥迎13，92013・580  

○盲児施毅（障害者支援施設又はろうあ児施設と併設するヰ合）   

（盲児篤毅、ろうあ児施    設）   

絶叫区分  
1故地  2敵地  3敵地  ¶  A且地  ¶  旦血塗  m  且岨  ¶  ヱ地  その他  

定入  
円  円  円  円  円  円  円  円   

5人  池上旭  姐ヱ迎  盟』迫  皇む＿呈亜  払⊥坦  
6－10  44．550  姐  43，川0  42．050  
1l－15  29，680  29．170  28，690  之1」旦担  

16－20  22，200  21．840  21．510  飽．且！迫  

21－25  17．750  17．4TO  止L遡  1旦．＿王旦8  

26■－30  川．750  迅L豊凶  14．220  13．920   

Ot児施設（陣書書支援施設又はろうあ児施投と併放する場合）  
○ろうあ児施設（陣書者支攫施設又は盲児施設と併設する場合）  
（注）本体施設であっても併毅篤農であっても同傭  

（3）育児施投、ろうあ児施設の幼児加算分保雄暮価  

○ろうあ児施設（庫害者支援施設又は育児施設と併設する場合）  
（注）本体施設であっても併設施股であっても同額  

（3）盲児施臥 ろうあ児施設の幼児加雷分保雄■価  

地域眉分  
1敵地  2敵地  3敵地  A銀地  旦艦塵  旦鰻塵  ヱ岨  旦且塵  旦錮塵  10■H■  11山‖彙  その他  

定員  
円  円  円  巴  円   且  

1人につき              題ユ王£   

盛  地場区分  
1故地  2織地  3緩地    A故地  ¶  丘＿岨  ¶  旦亀虫  ¶  ユ岨  その他   

走■  
円  円  円  円  円  円  

1人につき    出」迎   23，460  23，090  22．710  22．200  21．680   

（4）知的陣書児通興施設の幼児加井分保護ヰ薗  （4）知的♯書児i■施設の幼児加霊分保護単価  

地ヰ区分  
1故地  2♯地  3級地  A故地  旦故地  旦故地  ヱ出  旦故地  旦盈塵  ● ∴＝・  11曲  その他  

走■  
円  

1人につき    盟．且乙臣   

地★区分  
1敵地  2敵地  3銀地    A且地  ¶  丘盟地  ¶  旦且塾    ユ且塾  その他   

定■  
円  円  円  円  円  

1人につき    皇ま．盟  皇u迎  ヰ9，g40  亜⊥盟  47．980  

（5）育児施股、ろうあ児施設の指導A特別加算分保護■価  （5）盲児集散、ろうあ児施設の指導■特別加算分保轟■価  
（略）  

6 ■－ 10  18．760   
11 －15  12．510   
16 － 20  9．380   
21 － 25  7．500   
26 － 30  6．250   
31 ■－ 35  5，350  定■  月額  5人   円 3丁，530  



（8）心理担当t■配t加霊分保護■優   （6）心理担当■員配■加工分保雄暮価   

地壌区分   
1納2糾3納   地域区分   

A地   
定▲  

丘鮎 ■ 旦地  ヱ舶その他  1敵地2銀地3敵地A盟盟且地旦且地ヱ＿地且鮎旦農地10銀地11銀地その他  

円円円 R 
定一   

円 円 円円  円円円8．円巴円且円巴円円  
人で 10人まで旦L塁遇遊皿姐弧＿ヱ迎遥』立呈乙上組迫」迎迎⊥飽旦乙＿8坦旦L邑辿迫』迫呈1．＿ヱ迎  

11－2011＿弧引⊥U山1ユ．ヱ亜jユユ迅18，980旭丘盛16，71叫」旭丘辿．旭」盛迅．且岨1む旦岨1皇．＿旦盤  
21～30ユ1止鰻l山J迎l山」朗1L』迎1l，3201」之迎11．14011．＿立辿10，9印1塁⊥邑迎迅．＿金地10，430  
31～40皇．＿皇辿＆ユ盟8，620む長辺8．490且j迎8．350軋ヱ盟8．220山辺8．0207．820  
41～501二Ll朗‖二L拉釧＋且』弧Ij．＿旦盤6．790＆ユ迫6．680む旦迫6．5TO皇j迎皇．＿皇迅Lぷ拉  
51～60と且担L遇皇．＿ヱ亜U迫5．660L旦旭5，570L且迫5．480且j迎瓦j亜5，210  
61－70u岨L遡4，920虫j辿4．8504．＿旦適4，了704．ユ迎4．6901旦辿4．5804．4了0  
71～804．＿A迎山辺4．310u迫4、240皿1ユ辿1⊥拉4．110L虹¢4．010．3，910  
81－90む且拉通3．830＆j辿3．7了OLヱ並3．710＆ぷ泣3．650呈．＿皇祖3．5603，470  

1 引～100む玉出且j迫呈」A亜L英独3．390且j鎚3，340L且迅3，290Lヱ組3．2103．138  
101－110旦」ヱ出塁」且Q3．130乙⊥迅3．080ユー遡乙且辿乙＿旦旭2．9gO乙皇鎚2．馴0乙840  
ltl－120乙遡迫乙＿旦迅2．870乙彪迫2，830乙＿呈出2．780乙ユ鎚2．740乙ユ旭2，6702．600  
121～130乙＿ユ辿乙拠2．650L皇迎2．610乙j坦2．570乙＿亘辿2．530乙＿皇通乙＿A鎚2，4耶  
131－140L皇辿L辿2．460乙A担2．420乙j迫2．380乙＿ユ鎚2．350L退92．2902．230  
141－150乙＿呈拉乙遇2．300乙ヱ弧2．260乙ヱ迎2．220乙ヱ迅2，柑0乙⊥迎」2．1402，080  
151－160LZ迎乙⊥迫2．150之」遡2，120乙⊥迫L迎乙且迎2．050乙旦迎2，0001，g50  
161－1TO乙」．辿乙』迎乙』迫乙且旭l．990⊥j坦1．g601．＿旦辿1．930」旦旭1，88Dl，8ヰ0  
171一柑01．＿皇盟1．＿皇戯1．910⊥＿皇鍾1，8折⊥旦辿1，850⊥塵拉1．8201．＿阜』l．丁801．730  
181－1901．遡1．＿凶1．8101．＿旦辿1．7糾）1．＿ヱ迎」ヱ辿1」亜l．730」出封j」廻1．640  

人 柑1人以上」遇」遇1，7201J皿1．690⊥j拉1，670」遇1，糾0⊥丘迫1，600l．568   

（7）■離籍配t加暮分優欄■儀   （7）■凛師配t加算分保雄＋価   

地ヰ区分   
1■地2納3伽   

地繊区分   

走■  
A鮎  丘也  且豊艶  ユ且地その他  1敵地2銀地3銀地A地丘蝕旦地ユ地且蝕旦且塾10銀地11繰鰻その他  

定▲   

10人まで虹4亘出 円円円巴円巴円且円且円円  
迫 出 … 4。．6。，．．  10人まで亜j迎l錮．且迎盤』飽迫．且迎軋ヱ艶盟L旦迅姐＿地盤」上岨什750揖迎40．6∞39．450  

11－20毘．遡盟」迅毘』迎ヱL塁迎21．帥利之⊥曲別2l．260乙L』迎迎』泣迎」拉犯3∞柑．720  
21～30適．＿呈迎1A』拉14，6801u盟止」迎迅J辿14．り0月∪迎封」且j迎1Lヱ坦13，53013．150  
31一朝1」生娘11．＿三越11．0101軋旦旭軋820迅」迎10．630」且＿丘迎ユ且j鯉1虹遡10．1509．860  
41－50u盟旦」皇麹8，810旦．＿ヱ迎8．6馳旦．＿星組8．500むぷ泣8，350＆上述8，1207．890  
51～601遡1上辺丁．340ヱ．上組7，2101⊥迎丁．080エ．立迎む＿豊凶旦L星組6．7606．570  
6l－70皇．＿姐旦J哩6，290皇止岨6．180且⊥迎18．070む皿5．960出迅5．8005，630  
71－80乙ユ迎L馳5，500L』迎5，引0主．＿迩95，310皇．＿ヱ鎚L且迫皇」ヱ95．0704，g30  
81～90皇」j迎4．＿皇鎚4．890姐4．810u鎚4．720L金蛇亀j鯉L馳4．5104，380  
91－1001j娘む4辿4．400む』迫4，3204．＿2盟4，250u旭4．170u迎4．0603．9側  
101～110皇⊥越生且迫4．000且上辺3．930呈．＿皇辿3．860乙且迫3．790且ユ拉3．6903．580  
川－120旦」旦迎3J迎3，670乙且岨3，600旦．＿皇迎3．540乙且迅1』泣出曲3，3803．280  
ほ1－130む旦泣呈．幽生3．380迅3．330む遡迎3．270呈．＿ヱ亜3．210旦⊥組13．1203，030  
131一川○呈Lヱ迫L迫83．140む⊥辿13．090乙』辿3．030む旦旭2．980乙見地2．9叩2，引0  
141～150L』迫乙＿旦辿2．930乙＿組立2，880乙』迫2．830乙且岨2．780乙遡2．7002．630  
151－160乙且迎乙劇迎2．750乙ユ迎2，700乙』泣2、650L皇迎2．引0乙＿主題2．5302．1棉  
161－170Lユ姐乙ぷ迎2．590L皇拉2，540L皇祖2，500Lま迎2．450L量迎2．3802，320  
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別表6  

（1） 知的障害児施設  

障害児施設の職種別職員定数表  

職 種 別   職  員  の  定  数   

施 設 長  1人。   

児童指導員  通じて定員4．3人につき1人。   

保 育 士  ただし、定員30人以下の施設については、この定数のほか1人を  

加算する。   

介 助 員  1人。   

職業指導員  職業補導設備を有する施設にあっては、別に定めるところにより  

必要な人員を加算する。   

栄 養 士  1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。   

事 務 員  定員150人未満の場合は1人。  

定員150人以上の場合は2人。   

調 理 員 等  定員90人未満の場合は4人。  

以下同様に30人ごとに1人を加算する。   

嘱 託 医  2人。   

（1）－2 第二種自閉症児施設  

職 種 別   職  員  の  定  数   

施 設 長  1人。   

児童指導員  通じて定員4．3人につき1人。   

保 育 士  ただし、定員30人以下の施設については、この定数のほか1人を  

加算する。   

介 助 員  1人。   

看 護 師  通じて定員20人につき1人。   

職業指導員  職業補導設備を有する施設にあっては、別に定めるところにより  

必要な人員を加算する。   

栄 養 士  1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。   

事 務 員  1人。   

調 理 員 等  定員90人未満の場合は4人。  

以下同様に30人ごとに1人を加算する。   

医  師  医師1人。嘱託医2人。  



（2） 知的障害児通園施設  

職 種 別  職  員  の  定  数   

施 設 長   1人。  

ただし、定員30人未満の場合は児童指導員の兼務とする。   

児童指導員  

保育士  

栄 養 士   1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。   

事 務 員   1人。   

調  

理  

員  

等   

嘱 託 医   1人。   

（3） 盲児施設  

職 種 別   職  員  の  定  数   

施 設 長  1人。   

児童指導員  通じて定員5人につき1人。   

保 育 士  ただし、定員35人以下の施設については、この定数のはか1人を  

加算する。   

介 助 貞  1人。   

職業指導員  職業補導設備を有する施設にあっては、別に定めるところにより  

必要な人員を加算する。   

栄 養 士  1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。   

事 務 員  定員150人未満の場合は1人。  

定員150人以上の場合は2人。   

調 理 員 等  定員90人未満の場合は4人。  

以下同様に30人ごとに1人を加算する。   

嘱 託 医  2人。   

（4） ろうあ児施設  

職 種 別  職  員  の  定  数  

施 設 長  1人。  

ただし、定員30人未満の場合は児童指導員の兼務とする。  

児童指導員  通じて定員5人につき1人。   



保 育 士  ただし、定員35人以下の施設については、この定数のほか1人を  

加算する。   

介 助 貞  1人。   

職業指導員  職業補導設備を有する施設にあっては、別に定めるところにより  

必要な人員を加算する。   

栄 養 士  1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。   

事 務 員  定員150人未満の場合は1人。  

定員150人以上の場合は2人。   

調 理 員 等  定員90人未満の場合は4人。  

以下同様に30人ごとに1人を加算する。   

嘱 託 医  1人。   

（4）－2 難聴幼児通園施設  

職 種 別   職  員  の  定  数   

施 設 長  1人。   

児童指導員  通じて定員4人につき1人。   

保 育 士  ただし、聴能訓練担当職員、言語訓練担当職貞は、それぞれ2人   

聴能訓練担当職員  

言語訓練担当職員   

栄 養 士  1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。   

事 務 員  1人。   

調 理 員 等  3人。   

嘱 託 医  1人。   

（5） 肢体不自由児療護施設  

職 種 別   職  員  の  定  数   

施 設 長  1人。  

ただし、定員30人未満の場合は児童指導員の兼務とする。   

児童指導員  

保育士   

介 助 員  1人。   

看 護 師  定員50人につき3人。   

栄 養 士  1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。   

事 務 員  1人。   

調 理 員 等  4人。   

」   



嘱 託 医  

別表7   

（略）  

別表7  

知的障害児施設を本体施設とし障害者支援施設（障害者自立支援法施行後において  

な従前の例により運営されている知的障害者更生施設を含む。以下この別表7におい  

てじ。）を併設する場合の職種別定数表  

職  員  の  定  数  

職 種 別  本 体 施 設   併 設 施 設  

知 的 障 害 児 施 設   障害者支援施設   

施 設 長  1人。  

通じて定員4．3人につき1人。  

児童指導員   ただし、定員30人以下の施設につ  

保 育 士  いては、この定数のほか1人を加算  

する。   

介 助 員  1人。  

職業補導設備を有する施設にあって  

職業指導員   は、別に定めるところにより必要な  

人員を加算する。  

1人。  

栄 養 士   ただし、定員41人以上の場合に限  

る。  

事 務 員  定員150人未満の場合は1人。  

定員150人以上の場合は2人。  

定員90人未満の場合は4人。  

調 理 員 等   以下同様に30人ごとに1人を加算  

する。  

嘱 託 医  2人。  

盲児施設を本体施設としろうあ児施設又は障害者施設施設を併設する場合の職種別職  

定数表   



兼務とする。  

通じて定員5人につき  通じて定員5人に  

児童指導員         1人。   つき1人。   

保 育 士  ただし、定員35人以下  この定数のはか1  

の施設については、こ  

の定数のほか1人を加  

算する。   

介 助 負  1人。   本体施設の職員と  

兼務とする。  

職業指導員  職業補導設備を有する  本体施設の職員と  

施設にあっては、別に  

定めるところにより必  

要な人員を加算する。   

栄 養 士  1人。   本体施設の職員と  

ただし、定員41人以上  

の場合に限る。   

事 務 員  定員150人未満の場合は  本体施設の職員と  

1人。  兼務とする。   

定員150人以上の場合は  

2人。  

調 理 員 等  定員90人未満の場合は  本体施設の職員と  

4人。  兼務とする。   

以下同様に30人ごとに  

1人を加算する。  

嘱 託 医  2人。   本体施設の職員と  

兼務とする。  

Fl  

ろうあ児施設を本体施設とし盲児施設又は障害者支援施設を併設する場合の職種別職  

定数表  

職  員  の  定  数  

職 種 別  本 体 施 設   併  設   施  設  

ろうあ児施設   盲児施設   障害者支援施設   

施 設 長  1人。   本体施設の職員と  

兼務とする。  

通じて定員5人につき  通じて定員5人に  

l  
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児童指導員  1人。   つき1人。  

保 育 士  ただし、定員35人以下  この定数のほか1  

の施設については、こ  人を加算する。  

の定数のほか1人を加  

算する。   

介 助 員  1人。   本体施設の職員と  

兼務とする。  

職業指導員  職業補導設備を有する  本体施設の職員と  

施設にあっては、別に  

定めるところにより必  

要な人員を加算する。   

栄 養 士  1人。   本体施設の職員と  

ただし、定員41人以上  

の場合に限る。   

事 務 員  定員150人夫偶の場合は  本体施設の職員と  

1人。  兼務とする。   

定員150人以上の場合は  

2人。  

調 理 員 等  定員90人未満の場合は  本体施設の職員と  

4人。  兼務とする。   

以下同様に30人ごとに  

1人を加算する。  

嘱 託 医  2人。   本体施設の職員と  

兼務とする。  

障害者支援施設を本体施設とし知的障害児施設を併設する場合の職種別職員定数表  

職  員  の  定  数  

職 種 別  本 体 施 設   併  設  施  設  

障害者支援施設   知的障害児施設   

施 設  長  本体施設の職員と兼務とする。   

医  師  本体施設の職員と兼務とする。   

児童指導員  通じて定員4．3人につき1人。   

保 育 士  この定数のほか1人を加算する。   

職業指導員  職業補導設備を有する施設にあっては、別  

に定めるところにより必要な人員を加算す  



職  員  の  定  数  

職 種 別             本 体 施 設   併  設  施  設  

障害者支援施設   盲児施設   ろうあ児施設   

施 設 長  本体施設の職員と兼  本体施設の職員と兼務  

務とする。   とする。   

児童指導員  通じて定員5人につ  通じて定員5人につき   

保 育 士  き1人。   1人。  

この定数のほか1人  この定数のほか1人を  

を加算する。   加算する。   

職業指導員  職業補導設備を有す  職業補導設備を有する  

る施設にあっては、  施設にあっては、別に  

別に定めるところに  定めるところにより必  

より必要な人員を加  

算する。   

栄 養 士  本体施設の職員と兼  本体施設の職員と兼務  

務とする。   とする。   

事 務 員  本体施設の職員と兼  本体施設の職員と兼務  

務とする。   とする。   

調 理 員 等  本体施設の職員と兼  本体施設の職員と兼務  

務とする。   とする。   

医  師  本体施設の職員と兼  本体施設の職員と兼務  

務とする。   とする。   
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